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「人権」という言葉からあなたはどんな印象を受けますか？ 
 
人権とは、誰もが生まれながらにして持っている、人間として幸せに生きていくた

めの権利であり、誰にとっても身近で大切なもの、違いを認め合う心によって守られ
るものです。私たち一人ひとりが幸せに生きていくための大切な権利です。 

【さまざまな人権問題】 
人権問題と聞いて、どのようなことが思い浮かぶでしょうか。 
現実の社会では、いじめや虐待等によってこどもの命が奪われることや、インターネッ

ト上に個人の名誉やプライバシーを侵害したり、差別を助長したりするような投稿がされ
ることがあります。また、障害のある人や外国人、アイヌの人々、性的マイノリティ等に
対する不当な差別や偏見、部落差別（同和問題）やハンセン病問題といった多様な人権問
題が依然として存在しています。どうすればこのようなことをなくせるでしょうか。 

【主な人権課題１７項目】 
①「女性の人権を守ろう」 

女性の社会参加や活躍の機会が奪われることはあってはなりません。また、女性は、性犯罪・ 
性暴力、ＤＶ、ハラスメント等の対象となりやすく、こうした被害から守ることが必要です。 

②「こどもの人権を守ろう」 
いじめや体罰など、こどもが被害者となる事案が後を絶ちません。こどもは一人の人間とし

て最大限に尊重され、守られなければなりません。 
③「高齢者の人権を守ろう」 

高齢者に対する介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待、高齢者の家族等による無断
の財産処分（経済的虐待）などの人権問題が発生しています。高齢者が安心して暮らせる社会
にするために、高齢者についての理解を深め、高齢者を大切にする心を育てる必要があります。 
④「障害を理由とする偏見や差別をなくそう」 

障害のある人が、車椅子での乗車、アパートやマンションへの入居及び店舗でのサービス等
を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。障害のある人に対する十分な理解と配
慮が必要です。 
⑤「部落差別（同和問題）を解消しよう」 

部落差別（同和問題）については、インターネット上の差別的書き込み、結婚・交際、就職・ 
職場における差別、差別発言、差別落書き等の人権問題が依然として存在します。この問題に
ついて関心と理解を深めていくことが必要です。 
⑥「アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう」 

アイヌの人々に対する理解を深め、偏見や差別をなくすことが必要です。 
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⑦「外国人の人権を尊重しよう」 
文化等の多様性を認め、外国人の生活習慣等を理解・尊重し、偏見や差別をなくしていく必

要があります。 
⑧「感染症に関する偏見や差別をなくそう」 

感染症に対する知識や理解の不足から、社会生活の様々な場面で、差別やプライバシー侵害
などの人権問題が発生しています。感染症についての正しい知識を持ち、この問題についての
関心と理解を深めていくことが必要です。 
⑨「ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう」 

ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別は、今なお社会に根深く残っていま
す。この偏見や差別を解消するには、ハンセン病に関する正しい知識と、ハンセン病患者・元
患者やその家族が置かれている現実を理解することが必要です。 
⑩「刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう」 

刑を終えて出所した人やその家族に対する不当な差別的取扱いの事案が発生しています。社
会復帰のためには、本人の強い更生意欲と併せて、周りの人々の理解と協力が必要です。 
⑪「犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう」 

犯罪被害者やその家族は、直接的な被害のほかに、興味本位のうわさや心ない中傷により傷 
つけられたり、プライバシーが侵害されたりするなどの二次的な被害を受けることがあります。 
犯罪被害者とその家族の人権に配慮することが必要です。 

⑫「インターネット上の人権侵害をなくそう」 
インターネット上において、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害などの人権

問題が起きています。インターネットを正しく使用し、人権侵害をなくすことが必要です。 
⑬「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」 

北朝鮮当局による日本人拉致は、我が国に対する主権侵害であるとともに、重大な人権侵害
です。拉致問題は、我が国の喫緊の国民的問題です。これを始めとする北朝鮮当局による人権
侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関
心と認識を深めていくことが大切です。 
⑭「ホームレスに対する偏見や差別をなくそう」 

ホームレスとなった人々に対して、嫌がらせや暴行を加える事案が発生しています。ホーム
レスの方々の人権に配慮するとともに、地域社会の理解と協力が必要です。 
⑮「性的マイノリティに関する偏見や差別をなくそう」 

性的マイノリティ（性的少数者）であることを理由とする偏見や差別により、苦しんでいる
人々がいます。これらの人々は、社会の中で偏見の目にさらされ、昇進を妨げられたり、学校
生活でいじめられたりするなどの差別を受けています。 
⑯「人身取引をなくそう」 

人身取引（性的サービスや労働の強要等）は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速・ 
的確な対応が求められています。これは、人身取引が、その被害者に対して深刻な精神的・肉
体的苦痛をもたらし、その被害の回復は非常に困難だからです。 
⑰「震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう」 

震災等の大きな災害の発生時において、不確かな情報に基づいて他人を不当に扱ったり、偏
見や差別を助長するような情報を発信したりするなどの行動は、人権侵害にあたり得るだけで
はなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人
が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼びかけていくことが必要です。  
私たちの周りには、様々な人権問題が依然として存在しています。自分自身や大切な人が差別や

人権侵害を受けたらどのように感じるでしょうか。全ての人に人権があるということへの正しい知

識と理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、自分のこととして捉えながら考えていくことが大

切なのではないでしょうか。家族や友人、身近な人と「人権」について話し合ってみませんか。  
     （法務省人権擁護局「人権の擁護」より抜粋） 
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使用済み天ぷら油を回収します！ 
 

  回収した天ぷら油は、バイオディーゼル燃料や石けんの原料等にリサイクル 

します。ごみの減量や資源の有効活用、地球温暖化の抑制につながります。 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芳田駐在所だより ～インターネットのお約束～ 

～あひルのおやコ～ 
 

会いに行かない 

ネットで知り合った人に会いに行かない 

秘密にする    

パスワードは家の鍵と同じ、秘密にしておこう！ 

ルールを守る   

みんなで作ってみんなで守ろう！ネットのルール！ 

載せない 

自分や友達の名前・住所・写真をネットに載せない 

思いやり 

誰が見ても笑顔になれる“思いやりのある書き込み”を 

やっておこう！フィルタリング 

フィルタリングはみんなを守る強い味方！必ずやっておこう 

コミュニケーションを大切に 

家族や友達、身近な人と過ごす 

時間を大切にしよう 

あ 

ひ 

お 

コ 

の 

や 

ル 
 

【回収できる油】 

オリーブオイル、菜種油(キャノーラ油）、紅花油 

コーン油、ひまわり油、サラダ油、大豆油、ごま油 

【回収できない油】 

◆動物性の油、固形の油 

バター、ラード、ココナッツオイルなど 

◆食用以外の油 

機械油、灯油、エンジンオイルなど 

◆事業活動から出る廃食用油 

飲食業、食品加工業等の廃食用油 
 

【持ち込み方法】 
■油こし器で揚げカスなどを取り

除いた後、ペットボトルに入れて

持ち寄りください。 

期間 ２月 13 日（木）～18 日（火） 

場所 芳田の里ふれあい館 
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日 月 火 水 木 金 土 

   

 

  

 

 

 

1 

和装 

2 

 

3 

 

4 

３B体操 

5 

生活相談 
6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

建国記念の日 

12 

生活相談 

ヨガ 

13 

和紙ちぎり絵 

14 

 

1５ 

和装 

16 

 

17 

すくすく広場 

18 

料理 

３B体操 

みんなで楽しく歌う教室 

19 

生活相談 

茶道 

絵手紙 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

天皇誕生日 

24 

振替休日 

25 

 

26 

生活相談 

ヨガ 

27 

 

28  

２月の行事、講座予定 

《相談（人権・生活・教育など）》 
芳田の里ふれあい館では、毎週水曜日に相談日を
設けています。お気軽にご相談ください。 
《図書》 
人権、一般小説、趣味の本・絵本などの閲覧・貸出を
行っています。お気軽にご利用ください。 

※    は、芳田の里ふれあい館の休館

日 

■毎年２月が近づくとスーパーのチラシに恵方巻きが登場します。今年の
恵方は「西南西」だそうです。さて毎年変わるこの「恵方」、一体何種類
あるのでしょうか。実は「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の４
種類で、その年の幸運を司る神様「歳徳神（としとくじん）」がいる方角
を指しているそうです。一方巻き寿司はというと、そのルーツは発酵寿司
の棒寿司だと言われています。棒寿司は、ご飯の外側に魚を巻くお寿司で
“巻きす”を使います。庶民文化が花開いた江戸時代。食べる物も工夫を
凝らした食べ物が流行し、巻き寿司も粋な遊び心から生まれた食べ物のひ
とつだったようです。職人によって内外を逆転して作ってみたら粋でおも
しろいお寿司が出来た！？のではないでしょうか。また、当時の巻き寿司
は家でつくるものではなく、「外売り」いわゆる「テイクアウト」だった
ようです。今で言うと手軽でおしゃれな○○ドナルドのようですね。 
■ドナルドと言えばトランプ大統領。アメリカをはじめ世界が大きく変化
する中、ＳＮＳなどによる情報があふれかえっている昨今。発信される誤
った情報に惑わされることがないよう、しっかりと事実や真実を見極める
力を身につけたいものです。でも恵方巻きは別。「西南西」を向いて今年
もガブリ！！ 


